
 

１７ 愛玩動物飼養管理士認定細則 

 

平成２３年１１月１日に改正・施行 

平成２５年５月１０日に一部改正 

平成２６年５月９日に一部改正 

平成２８年３月７日に一部改正 

平成３０年９月３日に一部改正 

令和元年９月２日に一部改正 

令和２年７月２日に一部改正 

令和２年１０月２９日に一部改正 

令和３年６月１日に一部改正 

令和４年１０月２６日に一部改正 

 

 

（目 的） 

第１条 この細則は、愛玩動物飼養管理士（以下「管理士」という。）認定規則

（以下「認定規則」という。）第16条に基づき、管理士の教育・認定（養成）

に関する具体的な事項を定める。 

（認定委員会の開催） 

第２条 認定規則第７条に定める認定委員会の開催は、原則として４カ月に１

回とする。 

（二級管理士の受講資格） 

第３条 認定規則第10条第１項に定める二級管理士の受講資格は、原則として

当該年度の４月１日に満15歳以上の者とする。 

（管理士の申込受付期間） 

第４条 管理士教育課程は年度ごとに１回以上募集し、その受講申込を受付け

る期間は、受講・受験者の便宜を考慮して会長が定めるものとする。 

（管理士の学習期間） 

第５条 管理士の教育課程は原則として通信教育とし、その学習期間は、原則

として６カ月以上を確保するものとする。 

（管理士の教本） 

第６条 認定規則第12条に定める管理士教本の内容は、それぞれ次の各号の通

りとする。 

(1) 二級管理士 

イ 愛玩動物飼養管理士 



 

ロ 生命倫理・動物福祉 

ハ 動物の体の仕組みと働きⅠ 

ニ 動物の遺伝と繁殖生理Ⅰ 

ホ 動物の行動としつけ 

ヘ 動物愛護・適正飼養関連法規Ⅰ 

ト 愛玩動物学 

チ 人と動物の関係学 

リ 動物生活環境学 

ヌ ペット関連産業概論 

(2) 一級管理士 

イ 動物の体の仕組みと働きⅡ 

ロ 動物の遺伝と繁殖生理Ⅱ 

ハ 動物の行動と社会 

ニ 犬と猫の栄養学 

ホ 飼育動物の種類と特徴 

ヘ 動物医療等関連法規 

ト 動物愛護・適正飼養関連法規Ⅱ 

チ 動物の疾病とその予防 

リ 動物の飼養管理と公衆衛生 

ヌ 適正飼養指導論 

ル 自然と人間 

（管理士の課題報告問題） 

第７条 認定規則第12条に定める課題報告問題は、原則として各級の管理士教

本から100問以上を出題し、認定規則第13条に定める学科試験実施の２カ月前

までの会長が定める期日までに提出させるものとする。 

（管理士のスクーリング） 

第８条 認定規則第12条に定めるスクーリング（オンライン方式による講習会）

は、受講・受験者の便宜を考慮して、原則として認定規則第13条に定める学

科試験実施の２カ月前までの会長が定める期間に、あらかじめ十分な時間的

余裕が確保されるように通知するものとする。また、その科目は、それぞれ

次の各号の通りとし、概ね20分から90分とする。 

(1) 二級管理士 

 

イ 愛玩動物飼養管理士 

ロ 生命倫理・動物福祉 

ハ 動物の行動としつけ 



 

ニ 動物愛護・適正飼養関連法規Ⅰ 

ホ 愛玩動物学［総論・犬と猫の飼養管理］ 

ヘ 愛玩動物学［その他動物の飼養管理・栄養・高齢動物］ 

ト 人と動物の関係学 

チ 動物生活環境学 

リ ペット関連産業概論    

(2) 一級管理士 

 

イ 動物の行動と社会 

ロ 犬と猫の栄養学 

ハ 飼育動物の種類と特徴 

ニ 動物愛護・適正飼養関連法規Ⅱ 

ホ 動物の疾病とその予防 

ヘ 動物の飼養管理と公衆衛生 

ト 適正飼養指導論    

（管理士の学科試験） 

第９条 認定規則第13条に定める学科試験は、原則として当該年度11月の第４

日曜日（11月22日から11月28日までの間の日曜日）の75分間とし、出題範囲

は各級それぞれ次の各号の通りとする。ただし、新興感染症等への対応が必

要と会長がみなした場合は、学科試験は60分間として当日2回実施するものと

する。また、年度ごとに２回以上学科試験を行う場合の試験日は、受講・受

験者の便宜を考慮して、別途に会長が定めるものとする。 

(1) 二級管理士 

 

イ 愛玩動物飼養管理士 

ロ 生命倫理・動物福祉 

ハ 動物の体の仕組みと働きⅠ 

ニ 動物の遺伝と繁殖生理Ⅰ 

ホ 動物の行動としつけ 

ヘ 動物愛護・適正飼養関連法規Ⅰ 

ト 愛玩動物学 

チ 人と動物の関係学 

リ 動物生活環境学 

ヌ ペット関連産業概論 

(2) 一級管理士 

イ 動物の体の仕組みと働きⅡ 



 

ロ 動物の遺伝と繁殖生理Ⅱ 

ハ 動物の行動と社会 

ニ 犬と猫の栄養学 

ホ 飼育動物の種類と特徴 

ヘ 動物医療等関連法規 

ト 動物愛護・適正飼養関連法規Ⅱ 

チ 動物の疾病とその予防 

リ 動物の飼養管理と公衆衛生 

ヌ 適正飼養指導論 

ル 自然と人間 

（管理士の受講料、受験料及び認定登録料） 

第10条 受講料及び受験料等は、次のとおりとする。なお、スクーリング（講

習会）及び認定試験の会場の変更等の費用については、理事会において定め

るものとする。 

(1) 二級管理士 

イ 受講料   27,000円 

ロ 受験料    5,000円 

ハ 認定登録料  8,000円 

(2) 一級管理士 

イ 受講料   29,000円 

ロ 受験料    5,000円 

ハ 認定登録料  20,000円 

（拠出金品の不返還） 

第11条 原則として既納の受講料、受験料、認定登録料及びその他の拠出金品

は、返還しない。ただし、管理士養成制度を採用する学校等の団体が受講受

験に関する事務等の補助作業を実施した場合は、理事会の議決に基づき、そ

の業務の内容や量に応じた事務手数料を支払うことができる。 

（資格認定証の記載事項） 

第12条 認定規則第14条第３項に定める資格認定証の記載事項は次の各号の通

りとする。 

(1) 氏名 

(2) 認定登録番号 

(3) 交付日（資格認定証の効力発生日） 

（資格認定証の書換） 

第13条 前条第1号の記載事項に関する変更の申し出があった場合、会長は、資

格認定証を書き換えて交付しなければならない。 



 

（資格認定証の再交付） 

第14条 資格認定証の忘失等による再交付の申し出があったときは、会長は、

速やかに資格認定証を再交付しなければならない。 

（書類の保管） 

第15条 書類の保管期間は次の各号の通りとする。 

(1) 管理士名簿      永久 

(2) 認定試験合格者名簿  10年 

(3) その他の書類   １～３年 

（改 廃） 

第16条 この細則の改廃は、理事会の議決によって行う。 

 

付  則 

１．この細則は、平成２３年１１月１日から施行する。 

２．令和４年１０月２６日の第６条、第８条及び第９条にかかる改正について

は、令和４年１０月２６日から施行する。ただし、令和５年２月以前に受講

受験の申し込みをした者には適用をせず、従前の例によるものとする。 

 


